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女
性
が
離
婚
を
求
め
て
駈
け
込
む
場
は
、
さ
し
ず
め
縁
切
寺

と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
る
が
、
縁
切
寺
は
鎌
倉
の
東
慶
寺
と
上
州
の

満
徳
寺
の
二
つ
で
、
い
ず
れ
も
関
東
地
方
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
遠
距
離
で
駈
け
込
み
が
不
可
能
な
と
き
、
あ
る
い
は
駈
け
込
み

は
可
能
で
も
、
庶
民
女
性
は
身
近
な
縁
切
り
の
場
に
駈
け
込
ん
で
離

婚
を
達
成
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
と
り
わ
け
、
満
徳
寺
の
あ
る
上
州

で
は
駈
け
込
み
王
国
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
様
々
な
、
夫
の
手
に
負

え
な
い
場
所
に
駈
け
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
碓
氷
関
所
・

岩
鼻
代
官
所
、
前
橋
・
沼
田
藩
武
家
屋
敷
・
小
幡
藩
陣
屋
の
ほ
か
、

満
徳
寺
近
隣
の
交
代
寄
合
格
・
岩
松
満
次
郎
屋
敷
と
満
徳
寺
北
側
の

正
田
隼
人
屋
敷
も
縁
切
り
駈
け
込
み
の
場
で
あ
っ
た
（
１
）
。
そ
の
な
か
に

は
、
尼
寺
で
な
い
男
僧
の
寺
院
へ
の
縁
切
り
駈
け
込
み
も
み
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
上
州
勢
多
郡
江
木
村
（
現
・
前
橋
市
）
修
験
寺
・
快
乗

院
へ
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
同
郡
東
善
養
寺
村
の
百
姓
女
房
「
ゆ

り
（
２
）
」
の
縁
切
り
駈
込
み
一
件
と
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
男
僧
の
寺
院

・
如
意
寺
へ
の
縁
切
り
駈
け
込
み
一
件
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
事
例
、
と
り
わ
け
後
者
の
事
例
は
江
戸
時
代
中
期
以

降
、
す
で
に
一
般
的
に
寺
院
ア
ジ
ー
ル
は
禁
止
さ
れ
て
久
し
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
仏
の
慈
悲
心
に
根
差
し
た
寺
院
ア
ジ
ー
ル
の
本
質
を

顕
著
に
物
語
る
事
件
で
も
あ
る
。

二

さ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
縁
切
り
駈
け
込
み
一
件
は
、
明

和
八
年
（
一
七
七
一
）
上
州
吾
妻
郡
大
塚
村
百
姓
孫
右
衛
門
女
房
「
つ

る
」
が
、
自
殺
を
覚
悟
の
上
で
、
夫
と
の
離
婚
を
求
め
て
、
尼
寺
で

な
い
男
僧
の
寺
院
、
同
郡
村
上
村
（
現
・
渋
川
市
）
如
意
寺
に
駈
け

込
み
、
剃
髪
の
上
、
離
婚
を
願
い
出
た
一
件
で
あ
る
（
３
）
。

こ
こ
に
翻
刻
し
た
史
料
五
点
は
い
ず
れ
も
如
意
寺
の
本
寺
で
あ
る
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空
恵
寺
（
４
）
所
蔵
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
事
件
の
経
緯
と
意
義
に

つ
い
て
述
べ
た
い
。
こ
の
年
三
月
一
〇
日
吾
妻
郡
大
塚
村
百
姓
孫
右

衛
門
妻
「
つ
る
」
が
出
奔
し
た
。
夫
孫
右
衛
門
は
実
家
に
帰
っ
た
も

の
と
父
親
新
六
へ
尋
ね
る
と
、
つ
る
は
実
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
如
意

寺
へ
駈
け
込
ん
だ
と
い
う
。
史
料
二
に
よ
れ
ば
、
つ
る
駈
け
込
み
の

事
情
は
夫
と
の
暮
ら
し
が
嫌
で
、
親
元
に
数
度
も
帰
っ
た
こ
と
が
あ

り
、
今
度
ま
た
夫
の
元
へ
戻
っ
て
も
そ
こ
に
は
居
り
兼
ね
、
自
滅（
自

殺
）
を
思
い
詰
め
て
困
り
果
て
た
揚
句
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
も
な
い

女
房
に
「
衣
ヲ
御
掛
ケ
被
成
候
て
も
御
助
ケ
被
下
」
た
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
の
経
緯
は
、
夫
孫
右
衛
門
の
吟
味
願
書（
史
料
一
（
５
）
）

に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。

駈
け
入
り
の
翌
一
一
日
孫
右
衛
門
は
如
意
寺
に
人
を
遣
わ
し
、
つ

る
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
が
、
寺
で
は
つ
る
に
「
衣
を
掛
ケ
助
置
候

間
、
相
帰
ス
事
不
罷
成
」
と
い
う
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
高
山

寺
の
明
恵
上
人
が
「
袖
の
中
、
袈
裟
の
下
」
に
隠
し
て
敗
残
の
兵
士

を
助
け
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
が
（
６
）
、
如
意
寺
は
「
衣
を
掛
ケ
」
て
助

け
た
と
、
慈
悲
の
寺
法
を
主
張
し
て
夫
方
の
要
求
を
拒
否
し
て
い
る
。

そ
し
て
寺
で
は
つ
る
が
落
ち
着
く
ま
で
は
預
か
り
、
そ
の
上
で
小
野

子
村
市
郎
右
衛
門
方
に
預
け
置
き
、
早
速
離
縁
す
る
よ
う
に
と
仰
せ

渡
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
不
承
知
の
使
の
者
は
「
御
助
之
御
尊
意
」

に
つ
い
て
伺
う
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
二
〇
日
ま
で
に
返
答
す
る
と

仰
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
夫
の
旦
那
寺
・
宗
学
寺
と
如
意
寺
と
の
間
に

往
復
が
あ
る
も
、
如
意
寺
か
ら
は
一
向
無
沙
汰
に
て
六
月
ま
で
延
引

し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
夫
孫
右
衛
門
は
や
む
を
え
ず
恐
れ
な
が
ら
と
、

上
白
井
村
の
本
寺
空
恵
寺
の
役
僧
に
妻
の
取
り
戻
し
方
を
口
上
で
願

い
出
る
が
、
役
僧
共
か
ら
は
在
家
に
お
け
る
離
婚
は
、
村
方
で
解
決

す
べ
き
も
の
で
、
寺
で
扱
う
こ
と
で
は
な
い
と
断
ら
れ
る
。
そ
こ
で

孫
右
衛
門
は
六
月
九
日
に
「
御
百
姓
ニ
指
障
」
と
、
た
っ
て
御
本
山

の
威
光
に
よ
る
吟
味
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

空
恵
寺
で
は
、
同
月
一
一
日
如
意
寺
を
呼
び
寄
せ
て
尋
ね
る
。
如

意
寺
は
こ
れ
ま
で
の
経
過
と
、
当
人
つ
る
に
夫
の
元
へ
帰
る
よ
う
説

得
し
て
い
る
が
、
一
向
得
心
し
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
時
を
お
け
ば

立
ち
帰
る
も
の
と
思
い
、
な
お
親
・
親
類
な
ど
か
ら
も
異
見
を
す
る

も
聞
き
入
れ
ず
今
日
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
も
と

も
と
は
当
人
が
「
剃
髪
」
を
願
っ
て
ま
で
も
離
婚
を
願
っ
た
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
つ
る
と
親
両
人
に
剃
髪
す
べ
き
旨
再
三
申
し
渡
す
の
で

あ
る
が
、
両
人
と
も
承
知
し
な
い
。
こ
れ
で
は
夫
の
立
腹
す
る
の
も

無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
、
異
見
し
て
帰
す
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
の
で
、

こ
の
旨
を
夫
方
に
も
伝
え
て
ほ
し
い
と
い
う
。
空
恵
寺
か
ら
如
意
寺

の
口
上
を
き
い
た
孫
右
衛
門
は
、如
意
寺
で
は
女
が
駈
け
込
ん
で「
自

滅
（
自
殺
）」
し
た
い
と
い
う
の
で
、「
衣
を
掛
ケ
」
て
助
け
た
と
い

い
、
さ
ら
に
帰
し
て
も
く
れ
ず
早
速
離
婚
せ
よ
と
い
い
な
が
ら
、
百

日
に
も
な
る
の
に
今
更
剃
髪
を
し
な
い
の
は
、
つ
る
・
親
両
人
が
馴

れ
合
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
夫
婦
の
離
別
は
世
俗
の
問
題
で
、

寺
が
関
与
す
る
の
は
迷
惑
と
、
こ
れ
ま
た
孫
右
衛
門
は
不
承
知
で
あ

る
。
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一
四
日
に
ま
た
ま
た
如
意
寺
を
呼
び
出
し
、
孫
右
衛
門
不
承
知
で
、

夫
の
身
分
立
ち
難
い
こ
と
を
伝
え
る
と
、
如
意
寺
で
は
い
よ
い
よ
本

人
と
父
親
新
六
が
得
心
し
た
の
で
、
剃
髪
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い

う
。
空
恵
寺
か
ら
は
、
も
と
も
と
剃
髪
は
女
子
の
願
い
で
も
あ
り
、

ま
ず
剃
髪
さ
え
す
れ
ば
、
夫
も
了
簡
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
如
意
寺
に

と
っ
て
も
一
人
の
女
性
を
扶
け
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
「
出
家
の

慈
悲
」
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
寺
法
の
通
り
「
剃
髪
」

さ
せ
る
よ
う
に
と
申
し
渡
す
。
翌
一
五
日
如
意
寺
は
委
細
承
知
し
、

以
後
は
こ
の
件
に
つ
い
て
、
本
寺
空
恵
寺
へ
御
苦
労
を
か
け
な
い
旨

の
一
札
を
差
し
出
す
（
史
料
三
―
�
）。
そ
し
て
宗
学
寺
は
つ
る
が

菩
提
心
に
志
し
、
剃
髪
・
出
家
の
こ
と
を
如
意
寺
へ
願
う
か
ら
に
は
、

親
類
・
拙
寺
と
も
構
い
な
し
と
の
寺
送
状
（
史
料
三
―
�
）
を
如
意

寺
に
よ
こ
す
。
一
方
、
孫
右
衛
門
は
妻
が
剃
髪
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
本
人
の
希
望
で
も
あ
る
か
ら
と
納
得
し
、
以
後
願
い
が
ま
し
い

義
は
申
し
上
げ
な
い
と
、
空
恵
寺
に
得
心
書
（
史
料
三
―
�
）
を
差

し
出
す
の
で
あ
る
。
つ
る
の
剃
髪
は
、
六
月
二
五
日
如
意
寺
に
お
い

て
宗
学
寺
・
夫
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
行
う
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
、

一
同
空
恵
寺
を
退
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
件
落
着
し
た
か
に
み
え

た
。と

こ
ろ
が
、
二
五
日
当
日
如
意
寺
使
僧
が
空
恵
寺
に
参
り
、
つ
る

が
今
朝
に
な
っ
て
も
剃
髪
に
不
得
心
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
は
本
寺
へ

申
し
訳
も
な
い
の
で
、
明
朝
出
立
の
上
、
御
公
儀
様
に
出
訴
し
て
解

決
し
た
く
、
本
寺
の
添
簡
を
下
さ
れ
た
い
と
、
口
上
に
て
申
し
出
る
。

こ
れ
に
対
し
、
空
恵
寺
役
僧
は
出
訴
な
ど
と
い
う
重
大
事
な
ら
如
意

寺
が
直
々
に
登
山
す
べ
き
で
あ
る
と
使
僧
に
申
し
遣
わ
す
。
如
意
寺

は
病
気
を
理
由
に
数
度
の
呼
び
出
し
に
も
出
頭
し
な
い
の
で
、
六
月

晦
日
に
塔
頭
龍
花
院
が
如
意
寺
に
出
掛
け
て
み
る
と
、
病
気
は
さ
し

た
る
こ
と
も
な
い
。
翌
七
月
朔
日
空
恵
寺
に
罷
り
越
し
た
如
意
寺
は
、

剃
髪
が
滞
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
件
に
つ
き
本
寺
へ
申
し
訳
な
く
、

ま
た
再
三
の
呼
び
出
し
に
も
病
気
不
参
で
重
々
心
得
違
い
の
段
を
謝

り
、
い
か
な
る
罪
科
に
も
異
議
を
申
さ
ざ
る
旨
の
証
文
（
史
料
三
―

�
）を
差
し
出
す
。
同
月
五
日
空
恵
寺
は
如
意
寺
に
対
し
て「
遠
慮
」

を
申
し
付
け
る
の
で
あ
る
（
７
）
（
史
料
三
―
�
）。

こ
の
と
き
、
近
村
在
家
の
者
が
空
恵
寺
に
来
て
、
夫
婦
双
方
と
交

渉
し
て
内
済
（
示
談
）
を
成
立
さ
せ
た
い
と
相
頼
む
の
で
、
そ
う
な

れ
ば
寺
も
夫
婦
双
方
と
も
喜
ば
し
き
事
で
あ
る
と
、
仲
介
を
依
頼
す

る
。
こ
の
地
方
で
は
挨
拶
人
と
い
っ
た
仲
介
人
は
、
こ
の
年
の
暮
迄

入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
仲
介
に
努
め
た
と
あ
る
が
、
結
局
内
済
不

成
立
で
、
手
を
引
い
て
し
ま
う
。

三

そ
の
後
事
件
は
翌
春
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
。
翌
安
永
元
年
三

月
一
〇
日
空
恵
寺
は
孫
右
衛
門
・
如
意
寺
双
方
を
呼
ん
で
、
つ
ぎ
の

こ
と
を
伝
え
る
。
す
な
わ
ち
、
如
意
寺
に
は
本
山
へ
も
通
達
し
た
上

で
正
式
に
遠
慮
を
申
し
付
け
、
孫
右
衛
門
に
は
妻
方
の
件
は
如
意
寺

が
旦
那
寺
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
な
す
べ
き
こ
と
が
な
い
と
の
口
上
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
こ
の
事
件
は
夫
孫
右
衛
門
か
ら

つ
る
と
そ
の
父
親
新
六
等
を
相
手
取
っ
て
奉
行
所
へ
妻
取
り
戻
し
が
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出
訴
さ
れ
る
。
当
事
者
双
方
は
奉
行
所
に
召
し
出
さ
れ
、
江
戸
に
出

府
し
吟
味
を
受
け
る
が
、
江
戸
の
公
事
宿
・
扱
人
等
の
説
得
に
よ
っ

て
、
内
済
成
立
に
い
た
る
。

同
年
一
二
月
の
内
済
済
口
証
文
に
よ
れ
ば
（
８
）
（
史
料
四
）、
つ
る
が

如
意
寺
に
駈
け
込
ん
だ
の
は
剃
髪
す
べ
き
所
存
で
あ
っ
た
の
に
、
剃

髪
し
な
い
の
で
は
済
ま
な
い
処
で
あ
る
が
、
剃
髪
の
件
は
宗
学
寺
が

貰
い
請
け
る
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
夫
か
ら
の
離
縁
状
は
宗
学

寺
が
請
け
取
っ
て
つ
る
へ
渡
し
、
つ
る
は
有
髪
の
ま
ま
に
差
し
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
つ
る
が
夫
方
を
無
断

で
家
出
し
た
こ
と
の
制
裁
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
五
か
年
間
の
再
婚
禁

止
と
夫
居
村
の
大
塚
村
と
妻
親
里
村
上
村
の
両
村
内
に
は
永
く
縁
組

し
な
い
こ
と
で
和
談
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
つ
る
の
所
業
は
『
律
令
要
略
』
の
規
定
し
た
「
夫
を

嫌
、
髪
を
切
候
て
も
暇
取
度
由
申
、
或
夫
え
申
懸
於
致
は
、
比
丘
尼

ニ
成
、
縁
絶
」
に
該
当
す
る
事
例
で
あ
る
か
ら
、
離
婚
は
認
め
る
に

せ
よ
、
剃
髪
す
る
こ
と
が
幕
府
法
上
の
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
婚
禁
止
期
間
等
の
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
、

剃
髪
を
せ
ず
有
髪
の
ま
ま
、
離
婚＝

再
婚
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
駈
け
込
み
の
願
い
が
達
成
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
如
意
寺
の
口
上
覚
に
よ
れ
ば
、
寺
の
慈
悲
を
願
っ
て
、

僧
侶
に
「
衣
を
掛
け
る
」
こ
と
を
懇
願
し
た
の
は
つ
る
の
申
し
出
で

あ
る
と
い
う
。
つ
る
本
人
に
そ
れ
だ
け
の
知
恵
が
あ
っ
た
と
は
思
え

な
い
の
で
、
本
件
が
本
寺
と
の
紛
争
に
発
展
し
そ
う
に
感
じ
た
如
意

寺
が
、
本
人
の
申
し
出
に
よ
っ
た
と
し
た
も
の
で
、
夫
の
空
恵
寺
へ

の
願
書
に
あ
る
よ
う
に
、
如
意
寺
が
女
子
を
哀
れ
ん
で
「
衣
を
掛
け

助
け
」
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
山
寺
の
明
恵
上
人
の
例
で
は
、
寺
院

の
象
徴
で
、
仏
の
慈
悲
そ
の
も
の
と
し
て
、
僧
侶
が
身
に
ま
と
う
装

束
で
あ
る
「
袖
・
袈
裟
」
に
隠
す
行
為
に
よ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
衣

を
掛
け
」
て
助
け
る
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア

ジ
ー
ル
が
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
も
、
な
お
寺
院
は

自
滅
（
自
殺
）
を
思
い
詰
め
る
者
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
慈
悲
を

施
す
の
が
寺
法
で
あ
る
と
の
観
念
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
幕
府
権
力
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
慈
悲
の
寺
法

を
江
戸
時
代
を
通
じ
て
実
行
し
え
た
の
が
、
縁
切
寺
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
東
慶
寺
の
例
書
に
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
と
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
の
も
の
が
あ
る
（
９
）
。
そ
の
う
ち
女
性
救
済
の
寺
法
に
関

す
る
部
分
に
つ
き
、
後
者
の
も
の
に
は
、「
女
は
心
に
任
せ
候
儀
不

叶
、
悪
道
之
も
の
に
も
一
生
相
随
ひ
無
本
意
其
身
を
終
り
候
儀
を
被

憐
相
立
候
寺
法
」
で
あ
る
旨
を
述
べ
、
さ
ら
に
か
り
に
駈
け
入
り
女

が
犯
罪
者
な
ら
ば
、
一
般
的
に
入
寺
禁
止
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
門
を
出
候
得
は
、
可
及
自
殺
ニ
も
覚
悟
ニ
て
相
歎
達
て
頼
候
得
は
、

慈
悲
之
寺
法
出
家
之
難
見
捨
相
抱
」る
と
き
は
、
公
儀（
寺
社
奉
行
）

に
伺
う
寺
法
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
入
寺
が
許
さ
れ
な
い
と
き
、
女

は
寺
の
門
を
出
れ
ば
自
殺
に
も
及
ぶ
覚
悟
で
あ
る
と
嘆
願
さ
れ
れ
ば
、

出
家
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
抱
え
る
の
が
、
慈
悲
の
寺
法

で
あ
る
と
も
い
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
駈
け
入
り
女
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を
召
し
抱
え
た
事
例
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
い
か
な
る
女
性
で
も

「
一
命
を
も
捨
候
様
成
者
を
慈
悲
之
た
め
‥
‥
救
申
候
」
寺
法
と
、

そ
の
理
念
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
殺
ニ
も

及
ぶ
べ
き
覚
悟
」
の
女
性
に
「
衣
を
掛
け
」
て
助
け
た
如
意
寺
の
行

為
も
ま
た
、
ま
さ
に
「
出
家
之
身
」
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

四

出
訴
は
勘
定
奉
行
所
へ
な
さ
れ
た
も
の
で
、
も
し
こ
れ
が
空

恵
寺
を
介
し
て
寺
社
奉
行
所
に
出
訴
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く

「
つ
る
」
の
離
婚
願
い
は
却
下
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、

女
性
の
駈
け
込
み
に
よ
る
離
婚
を
認
容
す
る
寺
院
は
縁
切
寺
だ
け
で

あ
り
、
そ
れ
は
東
慶
寺
と
満
徳
寺
の
二
つ
に
限
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
寺
社
奉
行
が
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
満
徳
寺
へ
の
駈
け

込
み
に
あ
た
っ
て
、
幕
府
公
認
の
縁
切
寺
は
両
寺
に
限
り
、「
都
て

尼
寺
右
之
通
ニ
て
申
訳
」
で
は
な
い
と
念
を
押
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
（
１０
）
、
ま
し
て
男
僧
の
寺
院
へ
の
縁
切
り
駈
け
込
み
に
つ
い
て
は
、

認
容
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
や
や
後
年
に
な
る
が
、
文
政
八
年（
一

八
二
五
）
常
陸
国
筑
波
郡
水
戸
願
入
寺
に
縁
切
り
駈
け
込
み
女
に
つ

い
て
の
勘
定
奉
行
か
ら
寺
社
奉
行
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
「
右

体
之
寺
法
も
無
之
」
と
し
て
関
係
者
へ
の
引
き
渡
し
を
申
し
渡
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
駈
け
込
み
が
認
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
（
１１
）
。
し
か
し
、
実
際
に
は
剃
髪
を
せ
ず
有
髪
の
ま
ま
、
離

婚＝

再
婚
が
認
め
ら
れ
た
特
異
な
事
件
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
約
半
世
紀
後
の
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
六
月
、

空
恵
寺
は
末
寺
に
対
し
て
、
境
内
に
尼
僧
及
び
女
人
等
を
「
留
置
」

す
る
こ
と
は
勿
論
、
た
と
え
一
夜
た
り
と
も
「
止
宿
」
さ
せ
る
こ
と

も
禁
止
し
て
い
る
（
史
料
五
）。
如
意
寺
に
も
同
様
に
触
れ
ら
れ
て

も
の
で
あ
ろ
う
（
１２
）
。

注（
１
）

す
で
に
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇

年
）
研
究
編
第
二
部
第
八
章
「
上
野
国
に
お
け
る
満
徳
寺
以
外

の
場
へ
の
縁
切
り
駈
け
込
み
―
満
徳
寺
の
影
響
（
二
）」
第
一

節
か
ら
第
三
節
ま
で
に
詳
述
し
、
さ
ら
に
『
三
く
だ
り
半
と
縁

切
寺
―
江
戸
の
離
婚
を
読
み
な
お
す
』（
講
談
社
、
一
九
九
二

年
）
第
五
章
「
縁
切
り
駆
け
込
み
の
い
ろ
い
ろ
」
に
略
述
し
た
。

（
２
）

前
注
（
１
）
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』
四
一
五
〜
四

一
七
頁
に
史
料
全
文
を
引
用
し
、
論
述
し
た
。

（
３
）

前
注
（
１
）
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』
研
究
編
第
一

部
第
一
章
第
一
節
三
に
「
衣
を
掛
け
る
こ
と
―
慈
悲
の
顕
現

化
―
」
と
し
て
論
及
し
た
。
本
稿
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
４
）

空
恵
寺
は
上
州
群
馬
郡
白
井
村
（
現
・
渋
川
市
）
に
所
在
す

る
臨
済
宗
の
寺
院
で
あ
る
が
、
大
同
元
（
八
〇
六
）
年
、
最
澄

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
を
有
す
る
名
刹
で
あ
る
。

（
５
）

す
で
に
『
群
馬
県
史

資
料
編
１１

近
世
３
』（
一
九
八
〇

年
）
史
料
番
号
四
七
八
と
し
て
、
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
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は
本
稿
史
料
三
―
�
の
写
し
を
引
用
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は

写
本
で
は
な
く
原
本
控
え
と
思
わ
れ
る
一
紙
文
書
を
史
料
一
と

し
て
引
用
し
た
。
ま
た
、
史
料
三
は
便
宜
の
た
め
に
史
料
に
算

用
数
字
で
番
号
を
付
し
た
。

（
６
）

前
注
（
１
）
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』
研
究
編
第
一

部
第
一
章
第
一
節
一
で
「
寺
院
ア
ジ
ー
ル
の
原
初
的
性
格
」
と

し
て
論
及
し
た
。
す
な
わ
ち
、
高
山
寺
の
『
明
恵
上
人
伝
記
』

に
は
、
こ
の
寺
が
「
殺
生
禁
断
の
地
」
で
あ
っ
て
、
敵
か
ら
逃

げ
る
兵
士
が
追
手
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
捕
ま
り
そ
う
な
と
き
に

は
、
自
分
の
袖
の
中
、
袈
裟
の
下
に
隠
し
て
助
け
る
と
、
明
恵

上
人
が
承
久
の
乱
で
敗
残
の
兵
士
を
助
け
る
た
め
に
北
条
泰
時

に
い
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
そ
れ
が
政
道
（
公
法
）
上
許
さ
れ

な
い
な
ら
ば
「
即
時
に
愚
僧
が
首
を
は
ね
ら
る
べ
し
」
と
自
ら

の
命
を
賭
し
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し

て
、
し
か
も
高
僧
の
態
度
と
精
神
を
や
や
理
想
化
し
て
い
る
と

は
い
え
、
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
命
か
ら
が
ら
寺
内
に
逃
げ
込
む
者
に
対
し
て
、
寺
で
は
僧

侶
の
「
袖
の
中
、
袈
裟
の
下
」
に
隠
し
て
救
済
し
た
と
い
う
話

は
寺
院
ア
ジ
ー
ル
の
原
初
的
性
格
を
よ
く
伝
え
る
と
い
え
よ
う
。

（
７
）

如
意
寺
は
本
寺
空
恵
寺
に
対
し
て
極
め
て
横
柄
無
礼
な
態
度

に
終
始
し
て
い
る
。
つ
る
に
剃
髪
を
説
得
し
た
と
し
な
が
ら
も

本
当
に
剃
髪
を
申
し
付
け
る
気
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た

奉
行
所
に
出
訴
な
ど
と
大
層
な
こ
と
を
申
し
出
る
が
本
心
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
事
件
の

一
九
年
前
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
如
意
寺
は
空
恵
寺
を
相

手
取
っ
て
本
末
争
い
を
し
て
お
り
、
そ
の
後
腐
れ
が
尾
を
引
い

て
い
て
、
如
意
寺
に
不
貞
腐
れ
た
態
度
を
と
ら
せ
た
も
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
８
）

す
で
に
前
注
（
５
）『
群
馬
県
史

資
料
編
１１

近
世
３
』

史
料
番
号
四
七
九
と
し
て
、
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
関
連
文
書

を
す
べ
て
翻
刻
す
る
意
味
で
、
こ
こ
に
も
引
用
し
た
。

（
９
）

穂
積
重
遠
『
離
縁
状
と
縁
切
寺
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四

二
年
）
四
三
頁
以
下
。

（
１０
）

前
注
（
１
）
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』
研
究
編
第
一

部
第
二
章
第
四
節
二
、
一
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
１１
）

石
井
良
助
『
日
本
婚
姻
法
史
』（
創
文
社
、
一
九
七
七
年
）

一
五
六
頁
以
下
参
照
。

（
１２
）

史
料
の
引
用
方
法
は
、
前
注
（
１
）
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺

の
研
究
』
凡
例
に
よ
っ
た
。

追
記

本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
専
修
大
学
研
究
助
成
（
個
別
）「
徳

川
時
代
の
離
婚
法
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
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史
料
目
次

一

明
和
八
年
六
月

上
州
吾
妻
郡
大
塚
村
百
姓
孫
右
衛
門
女
房

村
上
村
如
意
寺
駈
け
込
み
に
つ
き
吟
味
願

二

〔
明
和
八
年
〕

同

孫
右
衛
門
并
如
意
寺
口
上
之
覚
書

三

〔
明
和
九
年
〕

同

孫
右
衛
門
願
書
并
如
意
寺
等
之
書

付
之
写

四

安
永
元
年
十
二
月

同

内
済
済
口
証
文

五

文
政
十
三
年
六
月

寺
院
境
内
に
尼
僧
及
び
女
人
を
留
置
止
宿

禁
止
に
つ
き
末
寺
請
書

史

料

一

明
和
八
年
六
月

上
州
吾
妻
郡
大
塚
村
百
姓
孫
右
衛
門
女
房
村

上
村
如
意
寺
駈
け
込
み
に
つ
き
吟
味
願

乍
恐
以
書
付
奉
御
願
上
候

（
吾
）

一
我
妻
郡
大
塚
村
宗
学
寺
旦
那
孫
右
衛
門
御
願
申
上
候
、
当
三
月
十

日
妻
出
奔
仕
候
ニ
付
、
村
上
村
親
元
え
相
尋
申
候
、
新
六
申
候
様

ハ
当
村
如
意
寺
え
懸
ケ
入
候
と
申
候
間
、
同
十
一
日
如
意
寺
様
え

両
人
遣
、
人
頭
此
方
え
可
被
下
置
奉
願
上
候
所
ニ
、
如
意
寺
様
御

意
被
遊
候
様
ハ
、
女
子
之
義
は
衣
ヲ
掛
ケ
助
置
候
間
、
相
帰
事
不

罷
成
事
、
落
着
迄
ハ
拙
寺
預
り
上
小
野
子
村
市
郎
右
衛
門
方
ニ
指

置
、
早
速
離
別
可
仕
旨
被
仰
渡
、
両
人
押
帰
シ
申
候
、
仰
之
趣
不

得
心
ニ
奉
存
候
、
依
て
右
之
以
両
人
御
助
之
御
尊
意
御
伺
仕
候
所

ニ
、
四
月
十
四
、
五
日
よ
り
廿
日
ヲ
限
り
御
返
答
可
被
遊
被
仰
越

候
、
御
助
之
様
子
相
待
候
所
ニ
、
以
之
外
不
埒
之
御
書
状
廿
五
日

ニ
宗
学
寺
様
え
被
越
、
宗
学
寺
様
よ
り
私
シ
共
ニ
被
為
仰
聞
候
、

宗
学
寺
様
よ
り
如
意
寺
様
え
御
通
達
被
遊
候
、
四
、
五
日
中
ニ
御

返
事
可
被
遊
と
の
御
事
ニ
て
、
其
後
ハ
一
向
御
無
沙
汰
ニ
て
当
時

迄
延
引
ニ
罷
成
難
義
至
極
ニ
奉
存
候
、
無
是
非

御
本
山
様
御

内
証
迄
御
恐
多
奉
存
候
得
共
、
右
之
趣
御
願
奉
申
上
候
、
御
慈
悲

ニ
聞
召
被
為
分
、
以
書
付
御
願
可
申
上
旨
被
為
仰
付
、
難
有
奉
御

願
指
上
候
、
如
意
寺
様
御
助
之
趣
も
不
達
、
新
六
一
列
ニ
て
御
百

姓
ニ
指
障
、
後
難
招
キ
候
段
、
御
本
山
様
以
御
威
光
御
吟
味
被
遊
、

御
助
之
趣
被
為
仰
聞
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
猶
委

細
御
尋
之
上
口
上
ニ
て
可
申
上
候
、
以
上

明
和
八
年
卯
ノ
六
月
日

我
妻
郡
大
塚
村

願
人

孫
右
衛
門
�

空
恵
寺
様

同
村
親
類

伊
左
衛
門
�

御
役
僧
衆
中
様

二

〔
明
和
八
年
〕

同

孫
右
衛
門
并
如
意
寺
口
上
之
覚
書

（
表
紙
）

「
孫
右
衛
門
并
如
意
寺
口
上
之
覚
書
」

一
去
ル
卯
三
月
十
日
大
塚
村
宗
学
寺
担
那
孫
右
衛
門
女
房
元
菩
提
所

村
上
村
如
意
寺
え
欠
入
候
ニ
付
、
夫
孫
右
衛
門
方
よ
り
右
之
女
房

相
返
シ
呉
レ
候
様
ニ
如
意
寺
え
使
両
人
差
遣
候
得
共
、
如
意
寺
兎
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の
角
の
と
申
候
て
相
返
シ
不
申
候
ニ
付
、
去
ル
卯
六
月
四
日
ニ
右

孫
右
衛
門
拙
寺
役
僧
共
迄
口
上
ニ
て
願
出
申
候
、
依
之
役
僧
共
孫

（
談
、以
下
同
）

右
衛
門
え
申
聞
候
様
ハ
、
此
儀
畢
竟
在
家
縁

断

之
義
地
方
え

相
掛
り
候
事
、
於
拙
寺
取
計
可
致
筋
無
之
と
断
り
申
聞
ケ
、
取
上

不
申
候
得
共
、
孫
右
衛
門
申
候
様
は
如
意
寺
被
仰
候
様
は
、
拙
者

（
カ
）

女
房
ニ
衣
を
掛
ケ
助
置
キ
候
ニ
付
、
相
帰
ス
事
不
罷
成
、
早
速
離

別
可
致
と
被
仰
候
て
、
御
帰
シ
も
不
被
下
、
永
々
御
請
込
被
置
何

と
も
拙
者
難
儀
迷
惑
仕
候
、
御
末
寺
之
義
ニ
候
得
は
幾
重
ニ
も
御

吟
味
被
成
下
候
様
ニ
と
達
て
相
頼
ミ
申
候
ニ
付
、
左
候
ハ
ヽ
寺
法

通
り
之
義
は
正
し
可
遣
候
、
口
上
ニ
て
ハ
間
違
も
有
之
候
間
、
其

趣
致
書
付
塔
頭
功
立
軒
え
差
出
シ
候
ハ
ヽ
、
如
意
寺
召
寄
可
相
尋

と
申
聞
候
処
、
孫
右
衛
門
承
知
之
旨
申
之
罷
帰
り
、
書
付
相
認
メ
、

同
九
日
ニ
功
立
軒
え
致
持
参
候

一
同
六
月
十
一
日
如
意
寺
召
寄
、
右
孫
右
衛
門
書
付
之
趣
を
以
相
尋

申
候
処
、
如
意
寺
返
答
仕
候
様
ハ
、
大
塚
村
孫
右
衛
門
妻
三
月
十

日
ニ
拙
寺
え
欠
入
、
女
子
申
候
様
ハ
、
私
義
先
様
ニ
居
兼
数
度
親

元
え
帰
り
居
申
候
処
、
又
ハ
被
引
帰
親
類
異
見
之
上
帰
り
申
候
得

共
、
無
縁
候
哉
居
兼
自
滅
可
仕
哉
と
存
詰
メ
候
へ
共
、
近
年
兄
抔

も
若
死
ニ
致
シ
、
又
候
私
自
滅
致
候
得
は
一
人
之
老
親
え
重
々
不

孝
、
何
共
致
方
ニ
こ
ま
り
身
の
置
キ
所
無
御
座
候
故
、
何
分
衣
を

御
掛
ケ
被
成
候
て
も
御
助
被
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
奉
存
候
と
相
願
申

候
、
依
之
無
是
非
聞
届
ケ
親
類
市
郎
右
衛
門
方
え
預
ケ
置
キ
申
候
、

夫
よ
り
親
新
六
方
え
以
人
を
通
達
仕
候
処
、
夜
ニ
入
親
新
六
・
伊

右
衛
門
参
り
、
願
之
通
り
談
シ
申
候
得
は
、
何
分
貴
寺
様
御
預
り

置
被
下
候
様
ニ
新
六
申
候
、
明
十
一
日
大
塚
村
よ
り
両
人
参
、
人

頭
此
方
え
被
下
置
申
候
様
と
申
参
候
、
此
方
申
候
様
ハ
、
女
子
先

様
え
帰
り
申
候
ハ
ヽ
可
然
と
申
候
得
共
、
女
子
一
向
得
心
無
之
候
、

依
之
月
日
相
延
も
候
ハ
ヽ
心
も
直
り
立
帰
り
可
申
哉
と
存
、
両
人

え
申
聞
セ
候
、
夫
よ
り
段
々
加
異
見
、
其
上
親
々
類
迄
申
談
異
見

相
加
候
様
と
申
付
候
得
共
、
今
日
ニ
至
り
右
ニ
相
替
品
無
御
座
候
、

依
之
宗
学
寺
え
内
意
申
遣
、
右
両
人
え
も
御
通
達
頼
遣
候
、
其
以

後
於
此
方
ニ
本
人
・
親
新
六
え
剃
髪
為
致
可
然
と
再
三
申
渡
候
得

共
、
本
人
・
親
類
共
承
知
不
仕
候
、
依
之
何
共
返
事
之
致
方
も
無

之
候
間
、
孫
右
衛
門
方
え
延
引
ニ
罷
成
、
立
腹
之
由
無
是
非
候
、

乍
此
上
女
子
加
異
見
聞
分
ケ
、
心
も
直
り
罷
帰
り
候
と
申
候
ハ
ヽ

相
帰
し
可
申
候
、
右
之
趣
孫
右
衛
門
え
被
仰
聞
可
被
下
候
と
如
意

寺
申
之
候

一
同
六
月
十
二
日
右
如
意
寺
口
上
之
趣
孫
右
衛
門
え
申
聞
候
処
、
孫

右
衛
門
申
候
様
、
如
意
寺
被
仰
方
何
共
不
得
其
意
候
、
拙
者
妻
如

（
マ
マ
）

意
寺
え
欠
入
候
節
、
如
意
寺
御
助
ケ
不
被
下
候
ハ
ヽ
、
直
地
ニ
寺

内
ニ
て
自
滅
可
致
と
申
ニ
付
、
衣
を
掛
ケ
御
助
被
成
候
ニ
付
、
御

帰
シ
被
下
候
事
難
被
成
ニ
付
、
早
速
離
別
可
致
と
被
仰
、
其
以
後

最
早
百
日
ニ
も
相
成
り
申
候
、
今
更
左
様
之
義
被
仰
候
て
ハ
、
新

六
一
列
ニ
な
れ
合
、
御
出
家
之
永
々
御
請
込
被
置
、
理
不
尽
ニ
在

家
縁
断
・
離
別
之
義
、
御
取
計
被
成
候
様
ニ
相
聞
申
候
、
縁
断
・

離
別
之
義
ハ
俗
家
ニ
世
話
可
致
筋
之
者
御
座
候
、
拙
者
甚
難
儀
迷
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惑
仕
候
と
申
之
、
一
切
承
知
不
仕
候

一
同
六
月
十
四
日
又
々
如
意
寺
召
寄
、
右
孫
右
衛
門
不
承
知
之
趣
申

聞
ケ
相
尋
申
候
処
、
如
意
寺
返
答
仕
候
様
は
、
全
以
左
様
之
義
ハ

無
御
座
候
、
在
家
縁
断
・
離
別
之
義
出
家
不
相
応
聞
届
ケ
取
計
可

致
様
無
御
座
候
、
先
達
て
口
上
ニ
申
上
候
通
り
女
子
拙
寺
え
欠
入

候
節
申
聞
候
様
は
、
私
シ
先
様
ニ
居
兼
、
是
迄
数
度
罷
帰
り
候
得

共
、
此
度
ハ
自
滅
も
可
仕
哉
と
存
詰
メ
候
得
共
、
一
人
之
老
親
え

重
々
不
孝
ニ
相
成
り
、
何
と
も
致
方
ニ
こ
ま
り
身
の
置
キ
所
無
御

座
候
間
、
何
分
衣
を
御
掛
ケ
被
成
候
て
も
御
助
ケ
被
下
候
様
ニ
と
、

菩
提
心
ニ
志
し
剃
髪
相
頼
申
候
ニ
付
、
若
キ
女
之
義
種
々
異
見
仕

先
様
え
達
て
立
帰
り
候
様
ニ
申
聞
ケ
候
得
共
何
分
聞
入
不
申
、
強

（
マ
マ
）

て
申
聞
候
得
は
直
地
ニ
寺
内
ニ
て
自
滅
可
致
と
申
候
ニ
付
無
是
非

聞
届
ケ
、
寺
中
ニ
も
難
差
置
先
市
郎
右
衛
門
方
え
拙
僧
直
々
ニ
召

連
預
置
キ
申
候
、
依
之
親
新
六
方
え
以
人
右
之
趣
申
遣
候
処
、
其

夜
ニ
入
新
六
・
伊
右
衛
門
同
道
ニ
て
参
候
ニ
付
、
女
子
願
之
通
り

申
聞
候
処
、
新
六
申
候
様
ハ
、
何
分
貴
寺
御
頼
申
上
候
間
御
助
置

可
被
下
と
相
頼
申
候
ニ
付
預
置
キ
、
其
以
後
再
三
剃
髪
為
致
候
て

可
然
と
申
渡
候
得
共
、
其
節
ハ
兎
ノ
角
ノ
と
申
、
親
々
類
共
承
知

不
仕
候
、
夫
故
又
々
此
間
段
々
教
化
仕
、
女
子
先
様
え
立
帰
り
候

様
ニ
申
聞
ケ
候
得
共
、
一
切
不
得
心
ニ
付
、
弥
最
初
願
之
通
り
本

人
・
新
六
得
心
之
上
剃
髪
相
頼
ミ
申
ニ
付
、
此
度
剃
髪
為
致
可
申

（
双
）

と
申
之
候
、
依
之
役
僧
共
如
意
寺
え
申
候
様
は
、
惣
方
納
得
之
上

（
へ
）

ニ
候
ハ
ヽ
、
女
子
願
之
通
り
一
先
剃
髪
さ
い
致
シ
候
ハ
ヽ
、
孫
右

衛
門
も
致
了
簡
相
済
シ
可
申
と
申
、
其
元
ニ
も
一
人
相
扶
ケ
被
申
、

出
家
慈
悲
之
訳
ケ
も
相
達
シ
候
得
は
、
寺
法
之
通
り
剃
髪
為
致
候

て
可
然
と
申
渡
候
処
、
如
意
寺
委
細
承
知
仕
候
と
申
候
て
、
印
形

之
書
付
差
出
、
宗
学
寺
よ
り
も
送
状
如
意
寺
え
請
取
、
孫
右
衛
門

も
得
心
之
上
得
心
書
差
出
し
候
ニ
付
、
役
僧
共
よ
り
如
意
寺
え
済

状
相
渡
申
候
、
孫
右
衛
門
も
済
状
相
頼
ミ
申
ニ
付
、
宗
学
寺
担
那

之
義
故
差
遣
申
候
て
、
其
節
は
事
相
済
申
候
、
右
之
訳
ケ
合
ニ
付
、

六
月
廿
五
日
限
ニ
於
如
意
寺
ニ
宗
学
寺
・
孫
右
衛
門
・
女
子
立
会

之
上
ニ
て
剃
髪
可
為
致
旨
双
方
申
合
、
同
十
五
日
ニ
皆
々
退
散
仕

候
一
同
六
月
廿
五
日
早
朝
ニ
如
意
寺
よ
り
使
僧
性
延
参
り
、
如
意
寺
口

上
ニ
て
、
役
僧
共
え
申
聞
ケ
候
様
ハ
、
今
朝
迄
女
子
剃
髪
致
候
様

ニ
申
付
候
得
共
、
今
以
何
分
不
得
心
ニ
御
座
候
て
剃
髪
不
致
候
、

拙
僧
何
分
本
山
え
申
分
ケ
無
御
座
候
、
依
之
明
早
朝
致
発
足

御
公
儀
様
え
出
訴
仕
度
候
間
、
添
簡
之
義
被
遣
被
下
候
様
ニ
と
急

切
ニ
願
来
り
申
候
ニ
付
、
役
僧
共
性
延
え
申
聞
ケ
候
様
ハ
、
出
訴

之
義
ハ
至
て
大
切
成
ル
事
、
先
使
僧
ニ
て
は
相
済
不
申
候
間
、
今

晩
ニ
も
如
意
寺
直
々
ニ
登
山
可
被
致
と
申
遣
、
使
僧
直
ニ
押
返
し

申
候
処
、
其
後
病
気
申
立
不
参
仕
候
ニ
付
、
数
度
呼
ニ
遣
候
得
共

（
議
）

不
参
仕
候
、
余
り
不
思
儀
ニ
存
シ
六
月
晦
日
ニ
龍
花
院
を
以
病
気

不
参
之
検
僧
差
遣
候
処
、
病
気
左
程
之
事
も
無
御
座
候
て
明
日
登

山
可
致
と
申
、
七
月
朔
日
ニ
罷
出
候
ニ
付
、
段
々
右
不
参
之
訳
ケ

相
尋
申
候
処
、
如
意
寺
返
答
申
候
様
ハ
、
拙
僧
重
々
心
得
違
ニ
付
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何
分
申
分
ケ
無
御
座
、
誤
入
候
旨
申
ニ
付
、
其
趣
書
付
取
置
キ
申

候
、
因
之
如
意
寺
え
先
遠
慮
可
申
渡
義
ニ
御
座
候
得
共
、
其
折
節

近
村
在
家
之
者
共
孫
右
衛
門
・
新
六
へ
内
済
之
挨
拶
致
度
旨
ニ
て

（
ケ
カ
）

拙
寺
え
罷
越
、
役
僧
共
え
貰
下
シ
之
義
相
頼
ミ
申
候
ニ
付
、
内
済

仕
候
得
は
、
惣
方
無
事
ニ
相
済
候
義
と
存
シ
内
済
人
え
差
遣
申
候

処
、
挨
拶
人
立
替
入
替
、
去
ル
極
月
迄
挨
拶
ニ
か
ゝ
り
居
申
候
得

共
、
終
ニ
相
済
不
申
候
ニ
付
、
諸
方
挨
拶
人
之
手
も
切
レ
差
上
ケ

相
退
キ
申
候
、
依
之
其
分
ニ
難
差
置
キ
、
極
月
十
五
日
如
意
寺
并

ニ
孫
右
衛
門
え
申
聞
ケ
候
義
御
座
候
ニ
付
、
双
方
召
寄
セ
候
得
共
、

何
れ
も
病
気
申
立
不
参
仕
候
、
彼
是
仕
候
得
は
月
迫
ニ
罷
成
、
春

え
至
り
候
て
も
病
気
申
不
参
仕
候
ニ
付
、
又
々
当
三
月
十
日
双
方

召
寄
、
如
意
寺
え
は
遠
慮
申
渡
置
候
、
孫
右
衛
門
え
も
一
通
り
口

上
ニ
て
断
り
申
聞
ケ
候

（
裏
表
紙
）

「

大
塚
孫
右
衛
門
」

三

〔
明
和
九
年
〕

同

孫
右
衛
門
願
書
并
如
意
寺
等
之
書
付
之

写

（
表
紙
）

「
孫
右
衛
門
願
書
并
如
意
寺
等
之
書
付
之
写
」

�

孫
右
衛
門
妻
如
意
寺
え
欠
込
ミ
候
ニ
付
吟
味
願
出
候
書
付

【
史
料
一
と
同
文
に
つ
き
省
略
】

�

如
意
寺
吟
味
之
上
差
出
候
書
付

一
札
之
事

一
先
達
て
口
上
ニ
申
上
候
通
大
塚
村
孫
右
衛
門
妻
拙
寺
へ
欠
入
、
親

新
六
・
伊
右
衛
門
同
意
ニ
て
剃
髪
相
願
候
段
聞
届
ケ
預
ケ
置
キ
候

所
、
剃
髪
及
延
引
候
故
、
孫
右
衛
門
身
分
難
立
候
ニ
付
、
本
山
へ

願
書
差
上
、
依
之
御
評
議
之
上
及
御
吟
味
、
早
速
可
致
剃
髪
旨
被

仰
付
奉
承
知
候
、
右
此
義
ニ
付
向
後
本
山
へ
少
も
御
苦
労
掛
ケ
申

間
敷
候
、
為
後
証
仍
て
如
件

明
和
八
卯
六
月
十
五
日

村
上

如

意

寺
印

空

恵

寺

御
役
位
禅
師

�

女
剃
髪
延
々
ニ
も
難
成
義
、
日
切
可
致
申
旨
申
渡
候
節
之
書
付

一

札

一
剃
髪
は
当
月
廿
五
日
切
ニ
可
仕
候
、
尤
も
其
節
宗
学
寺
へ
通
達
可

仕
候
、
為
後
日
仍
て
如
件

村
上

明
和
八
卯
六
月
日

如

意

寺
印

空

恵

寺

役
位
禅
師
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�

宗
学
寺
よ
り
寺
送
状
如
意
寺
え
相
渡
候
写
シ

一

札

一
当
村
孫
右
衛
門
妻
菩
提
心
ニ
志
し
、
剃
髪
出
家
致
度
旨
、
貴
寺
え

相
願
申
候
段
、
此
方
ニ
て
親
類
拙
寺
共
構
無
之
候
間
、
乍
御
世
話

宜
様
ニ
被
成
可
被
下
候
、
為
後
証
寺
送
り
印
如
斯
御
座
候
、
以
上

大
塚
村

同
日

宗

学

寺
印

村

上
如

意

丈

室

�

如
意
寺
へ
剃
髪
之
義
申
渡
候
節
、
孫
右
衛
門
よ
り
差
出
候
書
付

御
請
書
申
上
候
事

一
拙
者
御
願
申
上
候
通
り
被
為
遊
御
聞
届
ケ
、
双
方
御
吟
味
被
成
下

分
明
ニ
被
為
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
承
知
、
向
後
此
義
ニ
付
一
切
御

願
ケ
間
敷
義
申
上
間
敷
候
、
以
上

明
和
八
年

我
妻
郡
大
塚
村

卯
六
月
十
六
日

願
人

孫
右
衛
門
印

空

恵

寺
御
役
位
衆
中
様

�

惣
方
納
得
之
上
以
寺
法
如
意
寺
え
申
渡
候
書
付
、
并
ニ
孫
右
衛

門
も
相
頼
ミ
候
ニ
付
写
し
差
遣
候

裁
許
状

一
大
塚
村
孫
右
衛
門
願
書
差
出
候
ニ
付
、
村
上
村
如
意
寺
吟
味
之
上
、

先
達
て
孫
右
衛
門
妻
願
之
通
り
剃
髪
申
渡
候
処
、
如
意
寺
致
承
知

受
書
被
差
出
、
因
之
右
之
趣
孫
右
衛
門
え
申
渡
候
処
、
是
亦
得
心

之
上
請
書
差
出
事
相
済
、
此
義
ニ
付
向
後
双
方
何
之
申
分
無
之
、

依
て
令
裁
許
者
也

長
峰
役
者

監
了

祖

功
印

同
日

功
立
軒

智

叟
印

龍
花
院

智

門
印

香
集
院

祖

曼
印

如

意

寺

丈

室

�

剃
髪
延
引
ニ
付
如
意
寺
召
寄
相
尋
候
処
、
如
意
寺
申
分
ケ
無
御

座
候
ニ
付
、
如
意
寺
よ
り
取
置
キ
候
書
付

差
上
申
候
誤
証
文
之
事

一
先
達
て
孫
右
衛
門
願
之
儀
ニ
付
、
御
吟
味
之
上
一
札
差
上
候
ニ
付
、

御
裁
許
被
仰
渡
御
請
申
上
、
宗
学
寺
よ
り
送
状
受
取
、
廿
五
日
切

ニ
剃
髪
可
為
致
之
処
相
滞
り
候
事

一
剃
髪
相
滞
候
ニ
付
、
御
本
山
え
申
分
ケ
無
御
座
、
依
之
御
公
議
様

え
出
訴
仕
度
添
簡
之
儀
以
使
僧
御
願
上
申
候
処
、
直
々
ニ
登
山
可

致
旨
再
三
被
仰
付
候
へ
共
、
病
気
申
立
登
山
不
仕
、
願
捨
ニ
致
置

候
事
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右
之
趣
御
吟
味
何
分
拙
僧
申
分
無
御
座
候
、
重
々
心
得
違
之
段
奉

誤
候
、
此
上
此
一
件
之
義
ニ
付
、
罪
過
被
仰
付
候
共
少
も
違
儀
申

上
間
敷
候
、
以
上

如
意
寺
印

明
和
八
年
卯
七
月
日

五
日
也

圓

鏡

空

恵御

役

位

禅

師

�

如
意
寺
誤
入
り
候
書
付
差
出
シ
候
ニ
付
、
双
方
へ
申
聞
候
口
上

之
扣

辰
ノ
三
月
十
日
如
意
寺
へ
申
渡
口
上
之
覚

一
大
塚
村
孫
右
衛
門
妻
欠
込
剃
髪
願
候
一
件
ニ
付
、
先
達
て
誤
り
候

旨
証
文
被
差
出
、
依
之
追
て
可
申
渡
筋
有
之
候
得
共
、
事
未
落
着

不
致
ニ
付
不
及
其
儀
候
、
兼
て
左
様
ニ
可
被
相
心
得
事

一
右
一
件
之
事
相
済
候
迄
、
当
山
へ
例
年
格
式
之
出
勤
等
先
遠
慮
可

被
致
事

一
檀
伺
之
外
此
方
へ
無
届
ケ
他
出
無
用
之
事

辰
ノ
三
月
十
日
孫
右
衛
門
へ
申
渡
口
上
之
扣

一
先
達
て
其
元
頼
ニ
付
、
如
意
寺
召
寄
吟
味
之
上
、
如
意
寺
印
形
詫

状
差
出
し
候
ニ
付
、
済
状
申
渡
候
処
、
右
如
意
寺
不
埒
ニ
付
済
状

不
相
守
、
因
之
如
意
寺
え
は
即
時
寺
法
之
申
付
方
も
有
之
候
へ
共
、

事
未
落
着
不
致
候
ニ
付
、
右
申
渡
は
差
扣
、
先
遠
慮
申
渡
置
キ
候
、

此
義
ハ
本
山
へ
も
相
達
シ
候
て
追
て
此
方
法
式
も
有
之
事
ニ
候
、

尤
も
村
上
村
新
六
事
ハ
最
初
よ
り
如
意
寺
旦
那
之
義
ニ
付
、
年
越

し
ニ
一
切
不
及
吟
味
ニ
事
ニ
候
へ
ハ
、
最
早
於
当
寺
吟
味
可
致
筋

無
之
候
間
、
此
上
菩
提
所
ニ
て
剃
髪
等
之
義
ニ
付
、
宗
学
寺
心
得

違
之
義
も
有
之
候
ハ
ヽ
幾
度
も
可
被
申
聞
候
、
剃
髪
等
之
義
は
勝

手
次
第
ニ
可
被
致
候
、
此
方
は
本
末
之
訳
ニ
て
寺
法
之
通
り
承
り

（
マ

マ
）

候
事
に
ニ
候
、
以
上

四

安
永
元
年
十
二
月

同

内
済
済
口
証
文

乍
恐
奉
指
上
済
口
証
文
之
事

（
吾
）

一
上
州
我
妻
郡
大
塚
村
孫
右
衛
門
よ
り
、
同
国
群
馬
郡
村
上
村
杢
之

助
并
外
拾
弐
人
え
相
掛
り
候
妻
家
出
仕
候
出
入
一
件
ニ
付
、
当

御
奉
行
所
様
え
奉
出
訴
御
尊
判
頂
戴
相
附
、
双
方
被
召
出
御
吟
味

ニ
相
成
候
処
、
江
戸
宿
并
外
扱
人
共
差
加
り
双
方
え
異
見
仕
候
所
、

孫
右
衛
門
妻
つ
る
義
先
達
て
如
意
寺
え
欠
入
候
付
、
孫
右
衛
門
方

ニ
て
は
つ
る
義
寺
院
え
欠
込
候
義
ハ
、
剃
髪
も
可
致
心
懸
ニ
て
欠

込
候
事
と
相
聞
え
候
間
、
何
ニ
て
も
つ
る
義
一
旦
剃
髪
不
仕
候
て

ハ
、
内
分
ニ
て
も
難
相
済
旨
申
之
候
得
共
、
此
義
ハ
今
般
之
召
出

し
、
宗
学
寺
ハ
孫
右
衛
門
菩
提
寺
之
事
故
、
つ
る
剃
髪
為
致
候
義

ハ
宗
学
寺
貰
請
、
則
離
縁
状
宗
学
寺
え
請
取
つ
る
え
相
渡
シ
、
有

髪
之
侭
ニ
差
置
候
筈
ニ
、
孫
右
衛
門
え
一
統
異
見
差
加
え
得
心
為

仕
候
、
乍
併
つ
る
義
夫
之
方
家
出
致
候
付
、
以
来
外
え
縁
組
候
義

ハ
当
辰
よ
り
五
ヶ
年
之
間
不
相
成
、
且
亦
五
ヶ
年
過
候
共
大
塚
村
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・
村
上
村
之
内
、
永
縁
組
不
仕
筈
和
談
仕
候
事

一
孫
右
衛
門
・
杢
之
助
憤
り
之
義
ハ
、
つ
る
身
分
よ
り
事
起
り
候
事

ニ
候
得
は
、
此
度
つ
る
身
分
相
片
付
ル
之
上
は
、
双
方
憤
り
之
義

ハ
扱
人
共
貰
請
熟
談
仕
候
、
扨
亦
御
吟
味
之
節
本
寺
空
恵
寺
申
上

候
ハ
、
右
一
件
取
計
方
之
義
付
、
空
恵
寺
よ
り
如
意
寺
え
遠
慮
申

付
置
候
得
共
、
右
出
入
内
済
仕
候
上
は
遠
慮
申
付
候
義
も
不
及
沙

汰
相
済
シ
、
本
寺
末
寺
熟
談
仕
候

前
書
之
通
り
済
口
差
上
候
付
写
取
替
セ
置
候

保
科
弁
三
郎
知
行
所

上
州
我
妻
郡
大
塚
村

訴
訟
人

安
永
元
年

孫
右
衛
門

辰
十
二
月
日

今
般
召
被
出

同
所

戸
右
衛
門

次

郎

八

長

次

郎

同
知
行
所
赤
坂
村

義
右
衛
門

蔭
山
外
記
・
野
田
弥
市
右
衛
門
当
分
御
預
所

上
州
群
馬
郡
村
上
村

相
手

杢

之

助

同

つ

る

同

新

六

同

伊
右
衛
門

今
般
被
召
出
候

同

重
左
衛
門

本
多
主
水
殿
知
行
所

同
国
群
馬
郡
上
小
野
子
村
同

五
郎
右
衛
門

蔭
山
外
記
・
野
田
弥
市
右
衛
門
当
分
御
預
り
所

同
国
同
郡
村
上
村

如

意

寺

同
国
同
郡
上
白
井
猪
熊
村

空

恵

寺

同
寺
役
僧

祖

功

同

役
僧

智

叟

保
科
弁
三
郎
知
行
所

同
国
我
妻
郡
大
塚
村

宗

学

寺

蔭
山
外
記
・
野
田
弥
一
右
衛
門
当
分
御
預
り
所

我
妻
郡
草
津
村

扱
人

文
右
衛
門

小
伝
馬
町
三
丁
目
木
屋
宿

同

権
左
衛
門

神
田
明
神
下
上
州
屋

同

市

五

郎

同
紺
屋
町
三
丁
目
代
地

同

弥
次
兵
衛

同
明
神
下
御
台
所
町
絹
屋

平

蔵

五

文
政
十
三
年
六
月

寺
院
境
内
に
尼
僧
及
び
女
人
を
留
置
止
宿

禁
止
に
つ
き
末
寺
請
書

一
札
之
事

一
御
触
書
之
趣
奉
畏
候
、
拙
寺
院
内
并
於
境
内
尼
僧
及
女
人
等
留
置

候
儀
ハ
勿
論
、
縦
令
一
夜
た
り
共
為
致
止
宿
候
義
堅
無
之
候
、
派
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中
一
統
互
ニ
遂
（
カ
）
穿
鑿
至
末
々
ニ
迄
右
様
之
儀
無
之
様
吃
度
相
守
可

申
候
、
為
其
村
役
人
致
加
印
請
書
差
上
申
候
、
為
後
証
仍
て
如
件

（
カ
）

大
友
四
郎
右
衛
門
支
配
所

上
州
吾
妻
郡
箱
島
村

文
政
十
三
年

寒

松

寺
�

庚
寅
六
月

名
主

清

内
�

本
山

弥
五
右
衛
門
�

空

恵

寺

市
郎
兵
衛
�

知

事

禅

師
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